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恵那市民憲章 

 

わたくしたち恵那市民は 

一 仕事にはげみ 豊かなまちをつくりましょう 

一 自然を愛し 美しいまちをつくりましょう 

一 教養をたかめ 文化のまちをつくりましょう 

一 きまりを守り 住みよいまちをつくりましょう 

一 お互いに助け合い 明るいまちをつくりましょう 
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議第９１号 

 

   恵那市公の施設に係る使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関   

する条例の制定について 

 

 恵那市公の施設に係る使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例

を次のとおり定める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の使用料の考え方に係る指針に基づき、使用料の額を変更するなど所

要の改正をするため、条例３４本を一つの整備条例として、この条例を定める。 
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   恵那市公の施設に係る使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関    

する条例 

 

 （恵那市防災センター条例の一部改正） 

第１条 恵那市防災センター条例（平成 20年恵那市条例第 51号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表中「210円」を「300円」に、「5,500円」を「7,700円」に改める。 

 （恵那市共同福祉会館条例の一部改正） 

第２条 恵那市共同福祉会館条例（平成 16年恵那市条例第 108号）の一部を次の

ように改正する。 

「  「   

 1,220円  1,830円  

 2,130円  3,190円  

 400円  600円  

  別表中  
610円 

 を  
910円 

 に改める。 
400円 600円 

 610円  910円  

 400円  600円  

 610円  910円  

  」  」 

 （恵那市明智文化センター条例の一部改正） 

第３条 恵那市明智文化センター条例（平成 16年恵那市条例第 109号）の一部を

次のように改正する。 

「   「  

 1,220円 240円  1,830円 

 1,830円 240円  2,740円 

 300円 160円  450円 

 

  別表中  

450円 160円  670円 

300円 160円 
 を  

450円 

450円 160円 670円 

 300円 160円  450円 
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 450円 160円  670円 

 300円 160円  450円 

 450円 160円  670円 

   」  

360円  

360円  

240円  

240円  に改める。 

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

 」 

 （恵那市山岡陶業文化センター条例の一部改正） 

第４条 恵那市山岡陶業文化センター条例（平成 16年恵那市条例第 118号）の一

部を次のように改正する。 

「     「   

  別表中  
25,710 

 を  
29,820 

 に、 
36,000 41,760 

  」  」 

「  「   

 5,140 4,110  5,960 4,760  

   3,080 2,570  を  3,570 2,980  に、 

 1,020 820  1,180 950  

  」  」 

「  「 

 2,210 2,210 3,290 5,450  を  2,560 

     」  

   「        「 
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 に改める。 

 （恵那市山岡陶業ギャラリー条例の一部改正） 

第５条 恵那市山岡陶業ギャラリー条例（平成 16年恵那市条例第 119号）の一部

を次のように改正する。 

「     

  別表中 2,210円 2.210円 3,290円 5,450円  を  

      」 

「       

 2,560円 2,560円 3,810円 6,320円  に改める。  

     」  

 （恵那市上矢作基幹集落センター条例の一部改正） 

第６条 恵那市上矢作基幹集落センター条例（平成 16年恵那市条例第 165号）の

一部を次のように改正する。 

「   「  

 610円 160円  910円 

  別表中   
300円 160円 

 を  
450円 

300円 160円 450円 

 300円 160円  450円 

   」  

240円  

240円 
 に改める。 

240円 

240円  

  」  

 （恵那市上矢作東部地区活性化施設条例の一部改正） 

第７条 恵那市上矢作東部地区活性化施設条例（平成 16年恵那市条例第 166号）

の一部を次のように改正する。 

「   「  

 300円 160円  450円 

2,560 3,810 6,320 に、 510  を  590  

   」   」        」 
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 300円 160円  450円 

  別表中  300円 160円 を 450円 

 610円 160円  910円 

 610円 160円  910円 

   」  

  

240円  

240円  

240円  に改める。 

240円  

240円  

  」 

 （恵那市ふれあい会館吉良見条例の一部改正） 

第８条 恵那市ふれあい会館吉良見条例（平成 17年恵那市条例第 49号）の一部

を次のように改正する。 

「   「  

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

  別表中  300円 160円 を 450円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

   」  

  

240円  

240円  

240円  に改める。 

240円  

240円  

  」 

 （恵那市コミュニティセンター条例の一部改正） 

第９条 恵那市コミュニティセンター条例（平成 28年恵那市条例第５号）の一部
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を次のように改正する。 

「   「  

 300円 160円  450円 

 300円 160円     450円 

  1,220円 240円  1,830円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 1,220円 240円  1,830円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 1,220円 240円  1,830円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 
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  別表第２中 300円 160円  を  450円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 1,370円 320円  2,050円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 1,830円 320円  2,740円 

 1,220円 240円  1,830円 

 300円 160円  450円 

 610円 160円  910円 

 1,370円 320円  2,050円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 
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 300円 160円  450円 

   」  

240円  

240円  

360円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

360円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

360円  

240円  

240円  

240円  

240円  
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240円  に改める。 

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

480円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

240円  

480円  

360円  

240円  

240円  

480円  

240円  

240円  

240円  
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240円  

 」 

「  「   

  別表第３中  

1,220円 

 を  

1,800円 

 に改める。 810円 1,210円 

910円 1,360円 

  」  」 

 （恵那市岩邑いきがい会館条例の一部改正） 

第 10 条 恵那市岩邑いきがい会館条例（平成 19 年恵那市条例第 52 号）の一部

を次のように改正する。 

「   「  

  別表中  
200円 164円 

 を  
300円 

400円 164円 600円 

   」  

  

240円 
 に改める。 

240円 

  」 

 （恵那市岩村まち並みふれあいの舘条例の一部改正） 

第11条 恵那市岩村まち並みふれあいの舘条例（平成16年恵那市条例第 117号）

の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「157円とし」を「220円の範囲内において」に改める。 

 （恵那市日本大正村資料館等設置条例の一部改正） 

第 12条 恵那市日本大正村資料館等設置条例（平成 16年恵那市条例第 124号）

の一部を次のように改正する。 

「   「  

 523円 314円  770円 

 314円 157円  470円 

  別表中  419円 261円 を 620円 

 209円 104円  300円 

 419円 261円  620円 
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 209円 104円  310円 

 314円 261円  470円 

 157円 104円  230円 

   」  

  

470円  

230円  

390円  に改める。 

150円  

390円  

150円  

390円  

150円  

 」 

 （恵那市大正村明智の森宿泊施設等条例の一部改正） 

第13条 恵那市大正村明智の森宿泊施設等条例（平成 16年恵那市条例第 158号）

の一部を次のように改正する。 

   「       

別表中  
13,200円 3,300円 6,600円 

を、 
18,700円 4,400円 9,344円 

        」 

「       

 19,500円 4,900円 9,900円 
 に、 

 

 28,000円 6,600円 14,000円  

      」  

     「    

544円 ４時間ごとに 544円  を 800円  

  」    

４時間ごとに 800円 に改める。     

        」     

  別表第２を次のように改める。 

「 
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 別表第２（第８条関係） 

 区分 金額 備考 

宿泊雑費 １人当たり 1,570円 
シーツクリーニング、ごみ管

理料等 

定員外利用料金    

食器セット １人当たり 780円  

寝具セット １人当たり 1,570円  

毛布 １枚 310円  

バーベキューグリ

ル 
 2,350円  

屋外大型テント １時間 1,300円 

午前９時～午後４時 

宿泊施設利用者は、空いてい

る場合は免除 

屋外大型テント １時間 1,650円 

午後４時～午後10時 

宿泊施設利用者は、空いてい

る場合は免除 

 備考 その他の器具・備品の利用料等は、必要が生じたその都度市長が定める 

ものとする。 

 （恵那市くしはら温泉軽スポーツ施設条例の一部改正） 

第 14 条 恵那市くしはら温泉軽スポーツ施設条例（平成 17 年恵那市条例第 99

号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「314円」を「470円」に改める。 

 （恵那市奥矢作レクリエーションセンター条例の一部改正） 

第 15条 恵那市奥矢作レクリエーションセンター条例（平成 19年恵那市条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第７条、第 11条関係） 

区分 利用時間 利用料金 

１ 宿泊施設    

（ア） 客室 宿泊 午後３

時～翌日午前 

一般 １人につき 7,800円 

中学生以下 １人 3,100円 
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９時 につき  

昼 午前10時

～午後２時 

１室 780円 

（イ） 会議室 午前９時～午

後５時 

会議室１室１時間

につき 

470円 

   

午後５時～午

後10時 

会議室１室１時間

につき 

780円 

（ウ） 大広間 宿泊 午後３

時～翌日午前

９時 

一般 １人につき 7,800円 

中学生以下 １人

につき 

3,100円 

昼 午前10時

～午後２時 

１室 1,570円 

夕 午後６時

～午後10時 

１室 7,800円 

２ プール    

午前10時～午

後４時 

一般 １人につき 300円 

中学生以下 １人

につき 

150円 

３ キャンプ場等    

（ア） キャン

プ場 

午後１時～翌

日午前11時 

１人につき 620円 

区画料 １区画に

つき 

780円 

（イ） 日帰り 

 バーベキュー 

朝 午前８時

～午前11時 

１人につき 470円 

区画料 １区画に

つき 

780円 

昼 午前11時

～午後３時30 

  

分 

夕 午後３時

30分～午後８ 
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 時   

（ウ） バンガ

ロー 

午後１時～翌

日午前11時 

１棟 9,400円 

（エ） オート

キャンプ場 

午後１時～翌

日午前11時 

１人につき 780円 

区画料 １区画に

つき 

2,300円 

（オ） デイオ

ートキャンプ 

午前11時30分

～午後５時 

１人につき 470円 

区画料 １区画に

つき 

1,250円 

４ 屋外レク施設    

（ア） テニス

コート施設 

午前９時～午

後９時 

コート１面 １時

間につき 

780円 

夜間照明 １時間

につき 

470円 

（イ） 運動広

場 

午前９時～午

後10時まで 

利用料金 無料 

夜間照明 １時間

につき 

780円 

５ 体育館    

（ア） スポー

ツに使用する

場合 

午前 午前９

時～午前12時 

一般 3,140円 

中学生以下 1,570円 

午後 午後１

時～午後５時 

一般 3,100円 

中学生以下 1,570円 

夜間 午後６

時～午後９時 

一般 3,920円 

中学生以下 2,350円 

全日 午前９

時～午後９時 

一般 9,400円 

中学生以下 4,710円 

（イ） 営利を

目的としない

集会等に使用

する場合 

午前 午前９

時～午前12時 

一般 3,920円 

 

午後 午後１

時～午後５時 

一般 4,710円 

夜間 午後６ 一般 7,070円 
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時～午後９時   

全日 午前９

時～午後９時 

一般 15,700円 

（ウ） その他

に使用する場

合（特別施

設、設備を設

ける場合を含

む。） 

午前 午前９

時～午前12時 

一般 18,800円 

午後 午後１

時～午後５時 

一般 23,500円 

夜間 午後６

時～午後９時 

一般 36,000円 

全日 午前９

時～午後９時 

一般 78,500円 

（エ） 個人利

用の場合 

午前９時～午

後９時 

１時間につき  

一般 310円 

 中学生以下 150円 

 備考 

  １ 日帰りバーベキュー及びオートキャンプの利用時間の延長は、午前は午

前 11時 30分まで、午後は午後９時までとし、延長料金は、利用する区画

数分の区画料とする。 

  ２ 宿泊者のバーベキュー利用については、日帰りバーベキュー料金（人数

分）とし、２回目以降の利用料金は利用する区画数分の区画料とする。 

  ３ 時間区分は、１時間に満たない端数は１時間とする。 

  ４ 小学校就学前の者は、無料とする。 

 （恵那市大正村広場条例の一部改正） 

第 16 条 恵那市大正村広場条例（平成 23 年恵那市条例第 25 号）の一部を次の

ように改正する。 

「  「   

 200円  300円  

 200円  300円  

  別表中  
4,180円 

 を  
6,200円 

 に改める。 
4,180円 6,200円 

 20円  30円  
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 20円  30円  

  」  」 

 （恵那市根の上高原国民休養地条例の一部改正） 

第 17 条 恵那市根の上高原国民休養地条例（平成 24 年恵那市条例第 43 号）の

一部を次のように改正する。 

         「  

     マレットゴ

ルフ場      

   「   「   

別表中 
6,850円 

 を 
10,000円 

 に改め、 
367円 550円  

  」  」 

      

     

      

 午前９時

から日没

まで 

１人１日 314円 恵那山荘、キャ

ンプ場、バンガ

ロー又はグラ

ンピング場に

宿泊する場合

は、利用料金を

免除すること

ができる。 

 

 

 

 を削り、 

 

 

 

     」 

「     「      

 4,400円     6,600円   

 8,380円 を  12,500円  に改める。  

 40,000円  60,000円   

  」        」   

 （恵那市恵那峡公園条例の一部改正） 

第 18条 恵那市恵那峡公園条例（令和元年恵那市条例第 15号）の一部を次のよ 
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うに改正する。 

    「    「    

 550円  800円   

 220円  330円   

 別表中  無料  を 無料  に改める。 

 4,400円  6,600円   

 22円  30円   

  」  」  

 （恵那市串原健康管理センター条例の一部改正） 

第 19 条 恵那市串原健康管理センター条例（平成 16 年恵那市条例第 85 号）の

一部を次のように改正する。 

  第８条に次の１項を加える。 

 ２ 市外に居住する者がセンターを使用する場合は、前項に定める使用料に100

分の 50を乗じて得た額を加算するものとする。 

「  「   

 300円  450円  

  別表中  
200円 

 を  
300円 

 に改める。 
大人         200円 大人         300円 

 中高生       100円  中高生       150円  

  」  」 

 （恵那市田園空間ビジターセンター条例の一部改正） 

第20条 恵那市田園空間ビジターセンター条例（平成 16年恵那市条例第 132号）

の一部を次のように改正する。 

  第９条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市外に居住する者がセンターを使用する場合は、前項に定める使用料に100

分の 50を乗じて得た額を加算するものとする。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条関係） 

区分 
利用料金 

午前９時から午後10時まで 

農事相談室 230円 
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農林業研修室 1,650円 

農産物加工実習室 3,300円 

相談室 230円 

和室１ 400円 

和室２ 400円 

集会室 8,250円 

 備考 

１ 暖房設備を利用する場合は、利用料金の額の３割に相当する額を加算 

する。 

２ 利用料金に前項の額を加算した額に 10円未満の端数が生じたときは、 

その端数を切り捨てる。 

 （恵那市南部農業者トレーニングセンター条例の一部改正） 

第 21条 恵那市南部農業者トレーニングセンター条例（平成 16年恵那市条例第

134号）の一部を次のように改正する。 

  第９条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市外に居住する者がセンターを使用する場合は、前項に定める使用料に100

分の 50を乗じて得た額を加算するものとする。ただし、電気料金については

加算しない。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条関係） 

施設名 

利用料金 

午前８時30分か

ら正午まで 

正午から午後５

時まで 

午後５時から午

後10時まで 

電気料金１時間

当たり 

体

育

館 

アリー 

ナ 
810円 810円 810円 660円 

和室 810円 810円 810円  

トレー 

ニング 

ルーム 

480円 480円 480円  

 備考 

１ 電気料金を算定する場合に、利用時間に１時間未満の端数があるとき 
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は、これを１時間に切り上げる。 

２ 和室を利用する場合において、その利用内容がアリーナ若しくはトレ 

ーニングルーム又は運動広場利用後の休養のときは、無料とする。 

３ トレーニングルームを利用する場合において、アリーナ利用者の利用 

のときは、無料とする。 

施設名 

利用料金 

午前６時から午

前８時まで 

午前８時から正

午まで 

正午から午後５

時まで 

午後５時から

午後７時まで 

運動広場 660円 1,320円 1,320円 660円 

  備考 ２以上の利用者が同時に利用するときの利用料金は、当該利用料金 

の２分の１に相当する額とする。 

 （恵那市山岡農村環境改善センター条例の一部改正） 

第22条 恵那市山岡農村環境改善センター条例（平成 16年恵那市条例第 144号）

の一部を次のように改正する。 

「   「  

 1,650円 1,030円  2,470円 

 300円 160円  450円 

  別表中  300円 160円 を 450円 

 300円 160円  450円 

 300円 160円  450円 

   」  

  

1,540円  

240円  

240円  に改める。 

240円  

240円  

 」 

 （恵那市山岡やすらぎの里条例の一部改正） 

第 23条 恵那市山岡やすらぎの里条例（平成 16年恵那市条例第 147号）の一部

を次のように改正する。 



- 24 - 

「  「   

 
３歳以上小

学校就学前 

1,570円／人 
 

３歳以上小

学校就学前 

2,350円／人 
 

 小学生以上 2,095円／人  小学生以上 3,140円／人  

 1,570円／回  2,350円／回  

 1,047円／人  1,570円／人  

  別表中  4,191円／回  を  6,280円／回   

 
３歳以上小

学校就学前 

523円／人 
 

３歳以上小

学校就学前 

780円／人 
 

 小学生以上 1,047円／人  小学生以上 1,570円／人  

 1,570円／回  2,350円／回  

 1,047円／人  1,570円／人  

 4,191円／回  6,280円／回  

  」  」 

 に改める。 

 （恵那市明智農林水産物処理加工施設条例の一部改正） 

第 24 条 恵那市明智農林水産物処理加工施設条例（平成 16 年恵那市条例第 157

号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市外に居住する者が加工施設を使用する場合は、前項に定める使用料に100

分の 50を乗じて得た額を加算するものとする。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係） 

施設名 
金額 

１時間当たり 

加工室 １室 820円 

休憩室 200円 

 （恵那市沖田コミュニティセンター条例の一部改正） 

第 25条 恵那市沖田コミュニティセンター条例（平成 20年恵那市条例第 23号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条に次の１項を加える。 
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 ３ 市外に居住する者が施設を使用する場合は、前項に定める使用料に 100分

の 50を乗じて得た額を加算するものとする。 

「   「    

 209円  310円  

  別表中  
314円 

 を  
470円 

 に改め、同表備考 
523円 780円 

 419円  620円  

  」  」 

 ２中「30円」を「45円」に、「60円」を「90円」に改め、同表備考第３中「60

円」を「90円」に改める。 

 （恵那市山岡森林伝統文化体験交流施設条例の一部改正） 

第 26条 恵那市山岡森林伝統文化体験交流施設条例（平成 16年恵那市条例第 174

号）の一部を次のように改正する。 

  第 10条第２項中「次の表に掲げる額」を「１時間当たり 594円」に改め、同

項の表を削る。 

 （恵那市山岡ネイチャーセンター条例の一部改正） 

第 27条 恵那市山岡ネイチャーセンター条例（平成 16年恵那市条例第 175号）

の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「次の表に掲げる額」を「１時間当たり 594円」に改め、同

項の表を削る。 

 （恵那市イワクラ公園条例の一部改正） 

第 28条 恵那市イワクラ公園条例（平成 16年恵那市条例第 176号）の一部を次

のように改正する。 

  別表中「1,100円」を「1,500円」に改める。 

 （恵那市市立公園条例の一部改正） 

第 29条 恵那市市立公園条例（平成 16年恵那市条例第 189号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第５を次のように改める。 

 別表第５（第 10条関係） 

第７条第１項の規定により有料公園施設を使用する場合（まきがね公園運動施 

設） 
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施設の

種類 
施設の区分 単位 使用料 留意事項 

多目的  １時間 1,400円 １ 使用面積が 

広場 

   

２分の１未満 

のときは、当 

該使用料の２ 

分の１に相当 

する額とする。 

２ 照明施設使用

の場合、全面使

用のときは、１

時 間 に つ き

2,400円、使用

面積が２分の

１未満のとき

は、１時間につ

き1,200円を加

算する。 

野球場 

 １時間 1,800円 

１ スコアボー

ド（電光掲示板

を使用する場

合に限る。）を

使用する場合

は、１時間につ

き600円を加算

する。 

２ 本部室の冷

暖房を使用す

る場合は、１時

間につき200円 

    を加算する。 
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テ ニ ス

コート 
１面につき １時間 500円 

照明設備を使

用する場合は、１

面につき１時間

800円を加算す 

    る。 

弓道場 専用使用 １時間 1,000円 １ 専用使用は、

15人以上の団

体が使用する

場合に行うこ

とができる。 

２ 初心者は、弓

道に熟達した

者で市長が適

当と認めた者 

個人使用 

 

１時間 

 

 

110円 

回数券 
110 円 券

22枚綴り 

 

と同伴でなけ

れば入場する

ことができな

い。 

３ 照明施設等

を使用する場

合は、電気料と

して１時間に

つき、220円を

加算する。ただ

し、分割使用を

する場合は、２

分の１の額を

限度とする。 

2,200円 

 

 

 

 

体育館 競 

技 

場 

入場

料等

を徴

スポー

ツに使

用 

一般 １時間 1,200円 

１ 競技場の面

積を２分の１

又は３分の１
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収し に分割し、それ 

  ない     ぞれを１単位 

  場合 

 

高 校

生 以

下 

１時間 600円 

として使用さ

せることがで

きる。この場合

の使用料は、２

分の１又は３

分の１に相当

する額とする。 

２ 照明施設等

を使用する場

合は、電気料と

して１時間に

つき、1,380円

を加算する。た

だし、分割使用

をする場合は、 

 
スポーツ以

外に使用 
１時間 4,714円 

入場

料等

を徴 

アマチュア 

スポーツに 

使用 

１時間 4,714円 

収す

る場

合 

アマチュア 

スポーツ以 

外に使用 

１時間 15,714円 

 

   

   
  

 

 

２分の１の額

を限度とする。 

 

健康体力セ

ンター 

一般 １人１回 220円 
回数券は、12回

分を一般2,200 

 
高校生 １人１回 110円 

円、高校生1,1 

00円とする。 

 会議室 １時間 300円 １ 冷暖房を使

用する場合は、

１時間につき

300円を加算す

る。 

２ 会議室等を

２分の１に分

割して使用す 

 

和室 １時間 300円 
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る場合は、２分

の１に相当す 

    る額とする。 

 附属 

施設 

放送設備 １式１回 1,200円  

  につき   

 ・設

備・ 

器具 

シャワー設備 １回 110円 

 

 備考 

１ 市外在住者が主として使用する場合は、使用料の 1.5 倍に相当する額と

する。 

２ 時間の算出単位において、１時間未満の端数があるときは、その端数を 

切り上げる。 

３ 使用料の算出について１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨 

てる。 

４ 使用時間には、準備及び原状回復のために要する時間も含むものとする。 

 （恵那市学校設置条例の一部改正） 

第 30条 恵那市学校設置条例（平成 16年恵那市条例第 211号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第３を次のように改める。 

 別表第３（第３条関係） 

区分 単位 使用料 
照明設備使

用料 

冷暖房設備

使用料 

屋内運動

場 

体育館 １時間 400円 700円 1,300円 

格技場・武道場・

柔剣道 

場・卓球室 

１時間 300円 ― 1,300円 

屋外運動

場 

グラウンド １時間 400円 1,200円 ― 

テニスコート １時間 400円 500円 ― 

校舎 教室（１教室 

につき） 
１時間 400円 ― 240円 
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 家庭科室（１ 

家庭科室につ 
１時間 910円 ― 240円 

 き。冷暖房料金     

 を除く光熱水費     

 を含む。）     

 （恵那文化センター条例の一部改正） 

第 31条 恵那文化センター条例（平成 16年恵那市条例第 217号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第８条関係） 

  １ 恵那文化会館（大ホール） 

区分 
午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

まで 

午後５時か

ら午後10時

まで 

午前９時か

ら午後４時

まで 

午後１時か

ら午後10時

まで 

大ホール 18,750円 18,750円 31,500円 44,100円 57,000円 

午前９時か

ら午後10時

まで 

１時間当た

りの延長料

金 

１時間当た

りの冷暖房

料金 

   

 

88,200円 7,500円 5,490円    

  ２ 恵那文化会館（大ホール以外） 

区分 
１時間当たり

の使用料 

１時間当たり

の延長料金 

１時間当たり

の冷暖房料金 

第１楽屋 450円 450円 240円 

第２楽屋 450円 450円 240円 

第３楽屋 450円 450円 240円 

第４楽屋 450円 450円 240円 

シャワー室 910円 910円 ― 

リハーサル室 450円 450円 240円 

展示室（兼会議室） 450円 450円 240円 

展示室 910円 910円 240円 

第１練習室 450円 450円 240円 
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第２練習室 450円 450円 240円 

第３練習室 450円 450円 240円 

ホワイエのみ 1,950円 1,950円 1,540円 

  ３ 恵那市中央公民館 

区分 １時間当たり １時間当たり １時間当たり 

 の使用料 の延長料金 の冷暖房料金 

集会室 1,950円 1,950円 2,340円 

第１楽屋 450円 450円 240円 

第２楽屋 450円 450円 240円 

第１会議室 450円 450円 240円 

第２会議室 450円 450円 240円 

第３会議室 450円 450円 240円 

和室 450円 450円 240円 

視聴覚室 910円 910円 240円 

多目的研修室 450円 450円 240円 

調理実習室 910円 910円 240円 

   備考 

    １ 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本 

使用料に、次の表の割合を乗じて得た額を加算する。この場合に 

おいて、額の異なる二種類以上の入場料を徴収するときは、その 

最高の入場料によるものとする。ただし、教育、文化振興及び地 

域活性化のために使用し、公益的な活動のものについてはこの限 

りではない。 

入場料１人当たり徴収額の最

高額 

商業宣伝、営業又は

これに類する目的の

場合の割合 

その他の場合の割合 

500円以上1,500円未満 100分の120 100分の80 

1,500円以上3,000円未満 100分の200 100分の90 

3,000円以上 100分の330 100分の120 

    ２ 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しない場合でも、商 

業宣伝、営業又はこれに類する目的をもって使用する場合は、基本 
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使用料に 100分の 120を乗じて得た額を加算する。 

    ３ 練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料に相 

当する額とする。ただし、大ホール及び集会室のうち舞台のみを使 

用する場合は、基本使用料の額の 100分の 30に相当する額とする。 

    ４ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上 

げる。 

    ５ 使用料の額に、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨 

てる。 

    ６ 附属設備及び備品の使用料は、15,420円の範囲内で規則で定める額 

とし、屋外電気使用料及び屋外水道使用料は、規則で定める額とする。 

 （恵那市市民会館条例の一部改正） 

第 32条 恵那市市民会館条例（平成 16年恵那市条例第 218号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表１を次のように改める。 

 別表１（第７条関係） 

 コミュニティ施設使用料 

区分 
利用料金 

（１時間当たり） 

冷暖房料金 

（１時間当たり） 

第１会議室 450円 240円 

第２会議室 450円 240円 

第３会議室 450円 240円 

小会議室 450円 240円 

和室 450円 240円 

音楽室 450円 240円 

調理実習室 910円 240円 

研修室 450円 240円 

 備考 

  １ 調理実習室の使用料には、冷暖房料金を除く光熱水費を含む。 

  ２ 使用者が入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合、又は商業宣 

伝、その他これに類する目的で使用する場合は、使用料に 100分の 120を 

乗じて得た額を加算する。ただし、教育、文化振興及び地域活性化のため 
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に使用し、公益的な活動のものに使用する場合についてはこの限りではな 

い。 

  ３ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げる。 

  ４ 準備及び撤去に要した時間も使用時間に含む。 

  ５ 使用料の額に、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨 

てる。 

      「           「 

 760円  1,140円   

 1,530円  2,290円      「  

別表２中  
2,310円 

 を  
3,460円 

 に改め、 暖 
3,070円 4,600円 

 5,400円  8,100円   

 10,800円  16,000円   

  」  」  

      

房機器 
１枚１時間 

につき 
300円   を削り、同 

       」  

 表備考３中「510円」を「760円」に改める。 

 （恵那市明智かえでホール条例の一部改正） 

第 33条 恵那市明智かえでホール条例（平成 16年恵那市条例第 225号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第９条関係） 

  １ かえでホール（ホール） 

区
分 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後４

時まで 

午後５

時から

午後 10

時まで 

午前９

時から

午後４

時まで 

午後１

時から

午後 10

時まで 

午前９

時から

午後 10

時まで 

１時間

当たり

の延長

料金 

１時間

当たり

の冷暖

房料金 

ホ
ー
ル 

10,260

円 

10,260

円 

17,040

円 

24,010  

  円 

30,790

円 

44,550

円 
4,020円 1,540円 
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  ２ かえでホール（ホール以外） 

区分 
１時間当たりの

使用料 

１時間当たりの

延長料金 

１時間当たりの

冷暖房料金 

練習室 450円 450円 240円 

控室１ 450円 450円 240円 

控室２ 450円 450円 240円 

会議室 450円 450円 240円 

ロビーのみ 1,830円 1,830円 360円 

 備考 

  １ 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本使 

用料に、次の表の割合を乗じて得た額を加算する。この場合におい 

て、額の異なる二種類以上の入場料を徴収するときは、その最高の 

入場料によるものとする。 

入場料１人当たり徴収額の最高

額 

商業宣伝、営業又は

これに類する目的の

場合の割合 

その他の場合の割合 

500円以上1,500円未満 100分の120 100分の80 

1,500円以上3,000円未満 100分の200 100分の90 

3,000円以上 100分の330 100分の120 

  ２ 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しない場合でも、商業 

宣伝、営業又はこれに類する目的をもって使用する場合は、基本使用 

料に100分の120を乗じて得た額を加算する。 

  ３ 練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料に相当 

する額とする。ただし、ホールの舞台のみを使用する場合は、基本使 

用料の額の100分の30に相当する額とする。 

  ４ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上 

げる。 

  ５ 使用料の額に、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て 

る。 

  ６ 附属設備及び備品の使用料並びに屋外電気使用料及び屋外水道使用 

料は、規則で定める額とする。 
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 （恵那市佐藤一斎學びのひろば条例の一部改正） 

第 34条 恵那市佐藤一斎學びのひろば条例（令和６年恵那市条例第 46号）の一

部を次のように改正する。 

「   「  

 610円 160円  910円 

  別表中  300円 160円  を  450円 

 300円 160円  450円 

   」  

  

240円  

240円  に改める。 

240円  

   」 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、この条例により改正される前の条例の規定により

課した、又は課すべきであった使用料、利用料金、手数料、観覧料、入館料そ

の他公の施設の使用に係る料金の取扱いについては、なお従前の例による。 
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議第９２号 

 

   恵那市印鑑条例の一部改正について 

 

 恵那市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正に伴い、

所要の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市印鑑条例（平成 16年恵那市条例第 56号）の一部を次のように改正する。 

第 10 条の２中「第 12 条の２第４項第２号ロ」を「第 12 条の２第４項第３号

ロ」に改める。 

   附 則 

 この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部 

を改正する法律（令和７年法律第 46号）の施行の日から施行する。 
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議第９３号 

 

  恵那市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

 

 恵那市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行による放課後児童健全育成事業の整

備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をするため、この条例を

定める。 
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   恵那市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め    

る条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成 26年恵那市条例第 36号）の一部を次のように改正する。 

 第 12条中「第 33条の 10各号」を「第 33条の 10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９４号 

 

   恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り定める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 し尿処理手数料を改定するとともに不定期収集料金を追加するため、この条例

を定める。 
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   恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成 16年恵那市条例第 86号）の

一部を次のように改正する。 

    「      

 別表中 
し尿 収集運搬 18Ｌまでごとに 224円 

 を 

     」 

「      

 し尿 定期収集 18Ｌまでごとに 269円  

  

 不定期収集 90Ｌまで 1,345円 
 に改める。 

 90Ｌを超える場合 18

Ｌまでごとに 

269円 

  

      」  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第９５号 

 

   恵那市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 

 恵那市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行による家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例 

 

 恵那市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年

恵那市条例第 37号）の一部を次のように改正する。 

第 12条中「第 33条の 10各号」を「第 33条の 10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９６号 

 

   恵那市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

 

 恵那市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行による特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部

改正に伴い、虐待に該当する行為が規定されている法令名を引用するなど所要の

改正をするため、この条例を定める。 

 

 

kenji_oomiya
タイプライターテキスト
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   恵那市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する    

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成 26年恵那市条例第 38号）の一部を次のように改正する。 

第 25条中「第 33条の 10各号」を「第 33条の 10第１項各号（幼保連携型認定

こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第 27条の

２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法

第 28条第２項において準用する認定こども園法第 27条の２第１項各号）」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９７号 

 

   恵那市スポーツ施設条例の一部改正について 

 

 恵那市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 恵那南地区中学校の統廃合により、学校施設をスポーツ施設として位置付ける

など所要の改正をするため、この条例を定める。 

kenji_oomiya
タイプライターテキスト
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   恵那市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市スポーツ施設条例（平成 23年恵那市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

      「   

 恵那市山岡グラウンド 恵那市山岡町上手向1161番

地１ 

 恵那市明智グラウンド 恵那市明智町 947番地９ 

 恵那市上矢作グラウンド 恵那市上矢作町漆原41番地

４ 

 恵那市まきがね西体育館 恵那市長島町中野1269番地

440 

 恵那市毛呂窪体育館 恵那市笠置町毛呂窪1042番

地 

 恵那市山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター

体育館 

恵那市山岡町下手向33番地

１ 

 

 別表第１中  

恵那市明智Ｂ＆Ｇ海洋センター

体育館 

恵那市明智町 1138番地１ 

 恵那市上矢作体育館 恵那市上矢作町漆原33番地

２ 

 恵那市山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール 

恵那市山岡町下手向33番地

１ 

 恵那市明智Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール 

恵那市明智町 1138番地１ 

 恵那市上矢作プール 恵那市上矢作町1827番地１ 

 恵那市山岡テニスコート 恵那市山岡町下手向33番地

１ 

 恵那市上矢作テニスコート 恵那市上矢作町漆原41番地

４ 

 

 「 

  」 
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 恵那市岩村第２グラウンド 恵那市岩村町 1273番地１ 

 恵那市山岡グラウンド 恵那市山岡町上手向 1161

番地１ 

 恵那市明智グラウンド 恵那市明智町 947番地９ 

 恵那市明智第２グラウンド 恵那市明智町 60番地１ 

 恵那市上矢作グラウンド 恵那市上矢作町漆原 41 番

地４ 

 恵那市上矢作第２グラウンド 恵那市上矢作町漆原 74 番

地１ 

 恵那市まきがね西体育館 恵那市長島町中野 1269 番

地 440 

 恵那市毛呂窪体育館 恵那市笠置町毛呂窪 1042

番地 

 恵那市岩村体育館 恵那市岩村町 1273番地１ 

を  
恵那市山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター

体育館 

恵那市山岡町下手向 33 番

地１ 

 恵那市明智Ｂ＆Ｇ海洋センター

体育館 

恵那市明智町 1138番地１ 

 恵那市明智体育館 恵那市明智町 60番地１ 

 恵那市上矢作体育館 恵那市上矢作町漆原 33 番

地２ 

 恵那市上矢作第２体育館 恵那市上矢作町漆原 63 番

地１ 

 恵那市山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール 

恵那市山岡町下手向 33 番

地１ 

 恵那市明智Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール 

恵那市明智町 1138番地１ 

 恵那市上矢作プール 恵那市上矢作町 1827 番地

１ 

 恵那市山岡テニスコート 恵那市山岡町下手向 33 番

地１ 

に改める。 
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 恵那市岩村テニスコート 恵那市岩村町飯羽間 2981

番地 29 

 恵那市明智テニスコート 恵那市明智町 60番地１ 

          」 

    「    

   恵那市まきがね西 

グラウンド 

  

   恵那市毛呂窪グラ

ウンド 

  

   恵那市中野方グラ

ウンド 

  

   恵那市岩村グラウ 

ンド 

  

 

 

  恵那市岩村第２グ

ラウンド 

  

      「 

  恵那市山岡グラウ

ンド 

  

 恵那市まきがね西

グラウンド 

 恵那市明智グラウ

ンド 

  

 恵那市毛呂窪グラ

ウンド 

 恵那市明智第２グ

ラウンド 

  

 恵那市中野方グラ

ウンド 

 恵那市上矢作グラ

ウンド 

  

 恵那市岩村グラウ

ンド 

 恵那市上矢作第２

グラウンド 

  

 恵那市山岡グラウ

ンド 

 恵那市まきがね西

体育館 

  

 恵那市明智グラウ

ンド 

 恵那市毛呂窪体育

館 

  

 恵那市上矢作グラ

ウンド 

 恵那市岩村体育館   
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   恵那市まきがね西 

体育館 

 恵那市山岡Ｂ＆Ｇ

海洋センター体育

館 

  

別表第３中  

 

恵那市毛呂窪体育

館 

 を  恵那市明智Ｂ＆Ｇ

海洋センター体育

館 

 

 

 

恵那市山岡Ｂ＆Ｇ

海洋センタープー

ル 

 恵那市明智体育館   

 

 

恵那市明智Ｂ＆Ｇ

海洋センタープー

ル 

 

 

恵那市上矢作体育

館 

 

  

 

 

 恵那市上矢作体育

館 

 恵那市上矢作第２

体育館 

  

 恵那市山岡Ｂ＆Ｇ

海洋センタープー

ル 

 恵那市山岡Ｂ＆Ｇ

海洋センタープー

ル 

  

 恵那市明智Ｂ＆Ｇ

海洋センタープー

ル 

 恵那市明智Ｂ＆Ｇ

海洋センタープー

ル 

  

 恵那市上矢作プー

ル 

 恵那市上矢作プー

ル 

  

 恵那市山岡テニス

コート 

 恵那市山岡テニス

コート 

  

 恵那市上矢作テニ

スコート 

 恵那市岩村テニス

コート 

  

  」 恵那市明智テニス

コート 

  

    」  

 別表第４を次のように改める。     

に改める。 
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別表第４（第７条関係） 

名称 区分 単位 使用料 照明料 備考 

恵那市まきがね グラウンド １時間 400円 1,200円  

西グラウンド      

恵那市まきがね 

西体育館 

体育館 １時間 400円 700円  

恵那市毛呂窪グ

ラウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

恵那市中野方グ

ラウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

恵那市岩村グラ

ウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

管理棟 － 無料 無料  

恵那市岩村第２

グラウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

恵那市山岡グラ

ウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

恵那市明智グラ

ウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

管理棟放送室 － 無料 無料  

管理棟会議室 － 無料 無料  

恵那市明智第２

グラウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

恵那市上矢作グ

ラウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

恵那市上矢作第

２グラウンド 

グラウンド １時間 400円 1,200円  

恵那市毛呂窪体

育館 

体育館 １時間 400円 700円  

恵那市岩村体育 体育館 １時間 400円 700円  

館 武道場 １時間 300円 無料  

恵那市山岡Ｂ＆ 体育館 １時間 400円 700円  

Ｇ海洋センター プール（幼児と保 １回 110円 － 幼児につ 
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 護者）    いては保

護者同伴 

 プール（小中学 １回 110円 －  

 生、高校生及びこ

れに準ずる者） 

    

 プール（一般） １回 220円 －  

 プール（回数券） 110円券

11 枚綴

り 

1,100円 －  

 柔剣道場 １時間 300円 無料  

 会議室 － 無料 無料  

恵那市明智Ｂ＆ 体育館 １時間 400円 700円  

Ｇ海洋センター プール（幼児と保

護者） 

１回 110円 － 幼児につ

いては保

護者同伴 

 プール（小中学

生、高校生及びこ

れに準ずる者） 

１回 110円 －  

 プール（一般） １回 220円 －  

 プール（回数券） 110円券

11 枚綴

り 

1,100円 －  

 会議室 － 無料 無料  

恵那市明智体育 体育館 １時間 400円 700円  

館 武道場 １時間 300円 無料  

恵那市上矢作体

育館 

体育館 １時間 400円 700円  

恵那市上矢作第

２体育館 

体育館 １時間 400円 700円  

恵那市上矢作プ プール（幼児と保 １回 110円 － 幼児につ 

ール 護者）    いては保 
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     護者同伴 

 プール（小中学 １回 110円 －  

 生、高校生及びこ

れに準ずる者） 

    

 プール（一般） １回 220円 －  

 プール（回数券） 110円券 1,100円 －  

  11 枚綴

り 

   

恵那市山岡テニ

スコート 

テニスコート（１

面） 

１時間 500円 600円  

恵那市岩村テニ

スコート 

テニスコート（１

面） 

１時間 500円 600円  

恵那市明智テニ

スコート 

テニスコート（１

面） 

１時間 500円 600円  

恵那市明智武道

館 

武道館 １時間 300円 無料  

恵那市山岡弓道

場 

弓道場（個人） １時間 110円 無料  

弓道場（専用） １日 700円 無料  

恵那市明智弓道

場 

弓道場（個人） １時間 110円 無料  

弓道場（専用） １日 700円 無料  

恵那市串原弓道

場 

弓道場（個人） １時間 110円 無料  

弓道場（専用） １日 700円 無料  

恵那市上矢作弓

道場 

弓道場（個人） １時間 110円 無料  

弓道場（専用） １日 700円 無料  

恵那市山岡マレ

ットゴルフ場 

マレットゴルフ

場（個人） 

１日 300円 － スティッ

ク及びボ

ール一式

を含む。 

 マレットゴルフ

場（個人） 

１年間 3,000円 － スティッ

ク及びボ 

     ール一式を 
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     含む。 

 マレットゴルフ

場（団体） 

１日 3,000円 － スティッ

ク及びボ

ール一式

を含む。 

恵那市笠置峡ボ

ート・カヌー場 

ボート・カヌー場 
－ 

無料 －  

 備考  

  １ 弓道場における専用とは施設又は附属設備若しくは器具を大会、講 

習会、試合等で独占使用することをいう。 

  ２ １年間とは４月１日から翌年３月 31日までとする。 

  ３ マレットゴルフ場における団体とは 10人以上のグループをいう。 

  ４ 使用時間又は超過時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に 

切り上げる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、この条例により改正される前の条例の規定により

課した、又は課すべきであった使用料、利用料金、その他公の施設の使用に係

る料金の取扱いについては、なお従前の例による。 
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議第９８号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市共同福祉会館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町１１２０番地９４ 

           恵那労働基準協会恵中支部 

           支部長  藤下 和也 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第９９号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    岩村上町まちなか交流館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市岩村町２０９番地４ 

           城下町ホットいわむら 

           会長  松浦 史和 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 59 - 

議第１００号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    まきがね公園 

           恵那市まきがね西体育館 

           恵那市まきがね西グラウンド 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町中野１２６９番地３８９ 

公益財団法人恵那市スポーツ連盟 

会長  山本 好作 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０１号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

           恵那市山岡Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

           恵那市山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター柔剣道場 

           恵那市山岡グラウンド 

           恵那市山岡テニスコート 

           恵那市山岡マレットゴルフ場 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町中野１２６９番地３８９ 

公益財団法人恵那市スポーツ連盟 

会長  山本 好作 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０２号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市明智Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

           恵那市明智Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

           恵那市明智グラウンド 

           恵那市明智武道館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町中野１２６９番地３８９ 

公益財団法人恵那市スポーツ連盟 

会長  山本 好作 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０３号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市上矢作プール 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町中野１２６９番地３８９ 

公益財団法人恵那市スポーツ連盟 

会長  山本 好作 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０４号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    中山道広重美術館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町１７６番地１ 

           公益財団法人中山道広重美術館 

           理事長  長谷川 佳子 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市指定文化財旧三宅家 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市明智町１８８４番地３ 

           公益財団法人日本大正村 

           理事長  大塩 康彦 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０６号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    木村邸資料館 

           工芸の館土佐屋 

           江戸城下町の館勝川家 

           いわむら美術の館 

           旧石橋家住宅 

           岩村藩鉄砲鍛冶加納家 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町２８６番地の２５ 

           一般社団法人恵那市観光協会 

           会長  阿部 伸一郎 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    山岡健康増進センター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           多治見市大針町６６１番地の１ 

           アクトス・三幸共同事業体 

           株式会社アクトス 代表取締役  岡本 健 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０８号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市大井児童センター 

           恵那市中野児童センター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町７２７番地１１ 

           社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 

           会長  西部 良治 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１０９号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市こども発達センター・にじの家 

           恵那市こども発達センター・おひさま 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町７２７番地１１ 

           社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 

           会長  西部 良治 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１１０号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市障害福祉サービス事業所明智ひとつばたご 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町７２７番地１１ 

           社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 

           会長  西部 良治 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１１１号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市福祉センター 

           岩村福祉センター 

           明智福祉センター 

           串原福祉センター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町７２７番地１１ 

           社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 

           会長  西部 良治 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１１２号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    山岡ショートステイほのぼの荘 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           愛知県春日井市細野町字大久手３１１９番地の２ 

           株式会社朋優 

           代表取締役  小林 泰敏 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１１３号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    デイサービスセンター恵愛 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町永田３８２番地３８ 

社会福祉法人恵和会 

理事長  森川 千江子 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１１４号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    デイサービスセンター明日香苑 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町永田３８２番地３８ 

社会福祉法人恵和会 

理事長  森川 千江子 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１１５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    岩村デイサービスセンター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市大井町７２７番地１１ 

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 

会長  西部 良治 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１１６号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    山岡デイサービスセンターゆとり 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

愛知県春日井市細野町字大久手３１１９番地の２ 

株式会社朋優 

代表取締役  小林 泰敏 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１１７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    明智デイサービスセンター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市大井町７２７番地１１ 

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 

会長  西部 良治 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 

議第１１８号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    串原デイサービスセンター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市大井町７２７番地１１ 

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 

会長  西部 良治 

 

３ 指定の期間   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 

議第１１９号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    デイサービスセンター福寿苑 

           特別養護老人ホーム福寿苑 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

中津川市付知町４５７５番地１ 

社会福祉法人恵北福祉会 

理事長  桂川 一二 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 79 - 

議第１２０号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    特別養護老人ホーム明日香苑 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町永田３８２番地３８ 

社会福祉法人恵和会 

理事長  森川 千江子 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 80 - 

議第１２１号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    ケアハウス明日香苑 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町永田３８２番地３８ 

社会福祉法人恵和会 

理事長  森川 千江子 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 81 - 

議第１２２号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市寿限無の里 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市大井町７２７番地１１ 

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 

会長  西部 良治 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 82 - 

議第１２３号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    養護老人ホーム恵光園 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町永田３８２番地３８ 

社会福祉法人恵和会 

理事長  森川 千江子 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 83 - 

議第１２４号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    岩邑いきがい会館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

恵那市長島町正家一丁目５番地１６ 

公益社団法人恵那市シルバー人材センター 

理事長  各務 一彦 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 84 - 

議第１２５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    岩村まち並みふれあいの舘 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町２８６番地の２５ 

           一般社団法人恵那市観光協会 

           会長  阿部 伸一郎 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 85 - 

議第１２６号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    ヘルシーハウス山岡 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市明智町４６９番地の４ 

           明知鉄道株式会社 

           代表取締役  小坂 喬峰 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 86 - 

議第１２７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    日本大正村資料館 

           天久資料館 

           大正ロマン館 

           大正時代館 

           大正の館 

           絵画館 

           ギャラリーみたかや 

           日本大正村役場 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市明智町１８８４番地３ 

           公益財団法人日本大正村 

           理事長  大塩 康彦 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 



- 87 - 

議第１２８号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    くしはら温泉ささゆりの湯 

           マレットハウスいっぷく 

           マレットゴルフ場 

           グラウンド・ゴルフ場 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市串原３１３５番地２ 

           有限会社ささゆり 

           代表取締役  安藤 衛 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 



- 88 - 

議第１２９号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    山岡特産品展示施設 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市山岡町田代１５６５番地１６９ 

           株式会社山岡のおばあちゃん市 

           代表取締役  鈴木 雅博 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 89 - 

議第１３０号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    大正村コテージこもれび 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市明智町４５６番地 

           大正ロマン株式会社 

           代表取締役  小坂 喬峰 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 90 - 

議第１３１号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    道の駅そばの郷らっせぃみさと 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市三郷町佐々良木１４６１番地の１ 

           有限会社らっせぃみさと 

           代表取締役  堀川 英二 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 91 - 

議第１３２号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    道の駅おばあちゃん市・山岡 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市山岡町田代１５６５番地１６９ 

           株式会社山岡のおばあちゃん市 

           代表取締役  鈴木 雅博 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 92 - 

議第１３３号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    不動の滝農産物直売所 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市中野方町４１番地１ 

           農事組合法人なかのほう不動滝やさいの会 

           代表理事  鈴村 佳代子 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 93 - 

議第１３４号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    奥矢作レクリエーションセンター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市串原８２７番地 

           特定非営利活動法人奥矢作森林塾 

           理事長  小林 太朗 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 94 - 

議第１３５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    タウンプラザ恵那 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町２８６番地の２５ 

           一般社団法人恵那市観光協会 

           会長  阿部 伸一郎 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 95 - 

議第１３６号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    明智駅前プラザ 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           愛知県春日井市細野町字大久手３１１９番地の２ 

           株式会社朋優 

           代表取締役  小林 泰敏 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 96 - 

議第１３７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市根の上高原国民休養地 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市東野２３９０番地の１６５ 

           一般財団法人国民宿舎恵那山荘 

           理事長  保母 鎖利 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 97 - 

議第１３８号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市田園空間ビジターセンター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市笠置町姫栗１０番地２ 

           笠置地域協議会 

           会長  𠮷田 健市 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 98 - 

議第１３９号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市南部農業者トレーニングセンタ― 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市三郷町野井１９８７番地２ 

           恵那市野井区 

           区長  駒宮 博男 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 99 - 

議第１４０号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    山岡やすらぎの里 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市山岡町馬場山田９８番地 

           石楠花管理組合 

           組合長  村上 光明 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１４１号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    山岡花・野菜苗育苗施設 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市明智町吉良見５６０番地１ 

           いきいきファーム株式会社 

           代表取締役  小林 泰敏 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１４２号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    明智農林水産物処理加工施設おんさい工房 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市明智町８８０番地の１ 

           農事組合法人おんさい工房 

           代表理事  堀 武敏 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１４３号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    しでこぶしの里 悠楽館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市飯地町５７１番地１ 

           沖ノ洞農事改良組合 

           組合長  山口 勝美 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１４４号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    山岡森林伝統文化体験交流施設 

           山岡ネイチャーセンター 

           イワクラ公園 

 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市長島町正家６１３番地１０ 

           特定非営利活動法人夕立山森林塾 

           理事長  佐藤 大輔 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１４５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那駅西駐車場（自動車） 

           恵那駅西駐車場（自転車） 

武並駅前自転車駐車場 

 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市長島町正家一丁目５番地１１ 

           恵那市商店街振興組合 

           理事長  大塚 康芳 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１４６号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    ふれあいエコプラザ 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           恵那市大井町２７１６番地１９５ 

           特定非営利活動法人ふれあいの家 

           理事長  各務 康広 

 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第１４７号 

 

   岐阜県市町村会館組合規約の変更に関する協議について 

 

 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百八十六条第一項の規定によ

り、岐阜県市町村会館組合規約（平成五年十二月二十日岐阜県指令伊総第八百九

十一号）の一部を変更する規約を別紙のように定めることについて関係地方公共

団体と協議するため、同法第二百九十条の規定に基づき議会の議決を求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 岐阜県市町村会館組合を解散するにあたり、事務の承継について地方自治法施

行令第二百十八条の二の規定による特別の定めを規約に追加するため、関係地方

公共団体の協議によりこれを定める。 
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   岐阜県市町村会館組合規約の一部を変更する規約 

 

 岐阜県市町村会館組合規約（平成五年十二月二十日岐阜県指令伊総第八百九十

一号）の一部を次のように変更する。 

 第十二条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 

 組合の解散に伴う事務の承継にあっては、組合を組織する市町村がその議会の

議決を経て行う協議をもって定める。 

   附 則 

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。 
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議第１４８号 

 

   岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承継等に

関する協議について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条及び同法第２８９条並びに

令和７年規約変更についての知事の許可後の岐阜県市町村会館組合規約第１２条

第１項の規定により、岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承

継に関して次のとおり他の関係地方公共団体と協議することについて、同法第２

９０条及び同規約第１２条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 岐阜県市町村会館組合を解散すること及び解散に伴う財産処分並びに現に共同

処理する事務及び打ち切り決算の審査及び認定等について関係地方公共団体と協

議する。 
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   岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承継等に

関する協議書に代わる同意書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定による岐阜県市町村

会館組合（以下「組合」という。）の解散及び同法第２８９条の規定による財産

処分並びに令和７年規約変更についての知事の許可後の岐阜県市町村会館組合規

約第１２条第１項の規定による事務の承継等について、次のとおり定めることに

異議ありません。 

 

記 

 

１ 解散の期日 

令和８年３月３１日をもって解散するものとする。 

２ 解散に伴う財産処分 

(1) 岐阜県県民ふれあい会館入居基金は、岐阜県町村会に返還する。 

(2) 財政調整積立金は、直近の年度における関係地方公共団体が負担した市町

村負担金の割合に応じて関係地方公共団体に分配する。 

３ 解散に伴う事務の承継等 

(1) 岐阜県県民ふれあい会館への入居事務については、現に入居する団体が

直接、岐阜県観光文化スポーツ部文化創造課及び指定管理者との間で行

う。 

(2) 軽自動車税申告書特別調査事務については、４２市町村で新たに組織す

る（仮称）岐阜県軽自動車税事務共同処理協議会により共同処理する。 

(3) 打ち切り決算の審査及び認定は、解散の日における組合長の市町村におい

て行い、当該市町村の長は、その決算を当該認定する議会の議決とともに、

他の関係地方公共団体の長に報告しなければならない。 

(4) 他の関係市町村長は、前号の規定による報告があったときは、直ちに決算

の要領を公表するものとする。 

(5) 打ち切り決算後の歳計現金は、（仮称）岐阜県軽自動車税事務共同処理協議

会に譲渡する。 

(6) 組合が保有する職員の人事に関する文書は岐阜県市町村職員退職手当組

合が承継し、軽自動車税申告書特別調査事務に関する文書は（仮称）岐阜県
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軽自動車税事務共同処理協議会が承継し、それ以外の文書は岐阜県町村会が

承継する。 

４ 職員の処遇等 

(1) 解散時に在職する４名の職員は、岐阜県市町村職員退職手当組合の職員と

して身分を引き継ぐ。 

(2) 組合が岐阜県市町村職員退職手当組合に納付した負担金及び岐阜県市町

村職員退職手当組合から支払われた給付金の累計額は、岐阜県市町村職員退

職手当組合の加入及び脱退の取扱いに関する条例（平成１５年岐阜県市町村

職員退職手当組合条例第３号）第１２条第２号の規定により岐阜県市町村職

員退職手当組合に承継するものとする。 

(3) 令和 7年度分の地方公務員公務災害基金の精算ほか第１号の職員にかかる

負担金等の精算は、岐阜県市町村職員退職手当組合が行う。 

５ 疑義等の協議 

この同意書に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、関係地方公共団体が

その都度協議して定めるものとする。 
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議第１４９号 

 

   岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議に

ついて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和

８年３月３１日をもって岐阜県市町村職員退職手当組合から岐阜県市町村会館組

合が脱退すること及び岐阜県市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する

ことについて、関係地方公共団体が協議することにつき、同法第２９０条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   
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   岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約 

 

 岐阜県市町村職員退職手当組合規約（昭和３６年９月３０日岐阜県指令第１３

２６１号許可）の一部を次のように改正する。 

別表中「、岐阜県市町村会館組合」を削る。 

附 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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